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（案）

雇 児 発 第 ※ 号 の １

平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中 核 市 市 長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

『「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」

通知の施行について』の一部改正について

標記の昭和５１年４月１６日厚生省発児第５９号の５厚生省児童家庭局長通知

の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成２１年４月分の運営費の支弁、徴

収及び負担から適用することとしたので通知する。
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『
児

童
福

祉
法

に
よ

る
保

育
所

運
営

費
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

」
通

知
の

施
行

に
つ

い
て

』
の

一
部

改
正

新
旧

対
照

表
「

○
『

児
童

福
祉

法
に

よ
る

保
育

所
運

営
費

国
庫

負
担

金
」

通
知

の
施

行
に

つ
い

て
（

昭
和

５
１

年
４

月
１

６
日

厚
生

省
発

児
第

５
９

号
の

５
）

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

』

改
正

後
改

正
前

第
１

保
育

単
価

及
び

支
弁

額
に

つ
い

て
第

１
保

育
単

価
及

び
支

弁
額

に
つ

い
て

１
保

育
単

価
に

つ
い

て
１

保
育

単
価

に
つ

い
て

保
育

単
価

の
構

成
は

、
地

域
差

を
1
2
区

分
、

定
員

規
模

別
を

1
6
区

分
、

年
齢

別
保

育
単

価
の

構
成

は
、

地
域

差
を

1
1
区

分
、

定
員

規
模

別
を

８
区

分
、

年
齢

別
を

乳
児

１
～

２
歳

児
３

歳
児

及
び

４
歳

以
上

児
の

４
区

分
と

し
こ

の
額

基
を

乳
児

１
～

２
歳

児
３

歳
児

及
び

４
歳

以
上

児
の

４
区

分
と

し
こ

の
額

基
、

、
、

（
、

、
、

（
本

分
保

育
単

価
）

に
す

べ
て

の
保

育
所

に
つ

い
て

児
童

用
採

暖
費

加
算

額
、

民
間

本
分

保
育

単
価

）
に

す
べ

て
の

保
育

所
に

つ
い

て
児

童
用

採
暖

費
加

算
額

、
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費
、

除
雪

費
、

寒
冷

地
手

当
の

支
給

地
域

に
所

在
す

る
保

育
所

施
設

給
与

等
改

善
費

、
除

雪
費

、
寒

冷
地

手
当

の
支

給
地

域
に

所
在

す
る

保
育

所
に

あ
っ

て
は

、
寒

冷
地

加
算

、
北

海
道

に
所

在
す

る
保

育
所

に
あ

っ
て

は
事

務
用

に
あ

っ
て

は
、

寒
冷

地
加

算
、

北
海

道
に

所
在

す
る

保
育

所
に

あ
っ

て
は

事
務

用
採

暖
費

加
算

額
、

単
身

赴
任

手
当

加
算

費
が

承
認

さ
れ

た
保

育
所

に
あ

っ
て

は
単

採
暖

費
加

算
額

、
単

身
赴

任
手

当
加

算
費

が
承

認
さ

れ
た

保
育

所
に

あ
っ

て
は

単
身

赴
任

手
当

加
算

費
、

施
設

機
能

強
化

推
進

費
が

承
認

さ
れ

た
保

育
所

に
あ

っ
て

身
赴

任
手

当
加

算
費

、
施

設
機

能
強

化
推

進
費

が
承

認
さ

れ
た

保
育

所
に

あ
っ

て
は

施
設

機
能

強
化

推
進

費
、

特
別

保
育

事
業

等
を

実
施

す
る

保
育

所
に

あ
っ

て
は

は
施

設
機

能
強

化
推

進
費

、
特

別
保

育
事

業
等

を
実

施
す

る
保

育
所

に
あ

っ
て

は
事

務
職

員
雇

上
費

の
加

算
及

び
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
が

そ
れ

ぞ
れ

行
わ

れ
、

事
務

職
員

雇
上

費
の

加
算

及
び

主
任

保
育

士
の

専
任

加
算

が
そ

れ
ぞ

れ
行

わ
れ

、
ま

た
、

こ
れ

ら
に

よ
る

年
齢

別
保

育
単

価
に

各
月

初
日

の
年

齢
別

入
所

児
童

数
を

ま
た

、
こ

れ
ら

に
よ

る
年

齢
別

保
育

単
価

に
各

月
初

日
の

年
齢

別
入

所
児

童
数

を
乗

じ
て

得
た

額
と

、
月

途
中

入
退

所
が

あ
る

場
合

に
は

そ
の

入
所

児
童

数
を

乗
じ

乗
じ

て
得

た
額

と
、

月
途

中
入

退
所

が
あ

る
場

合
に

は
そ

の
入

所
児

童
数

を
乗

じ
た

合
算

額
（

私
立

認
定

保
育

所
（

就
学

前
の

子
ど

も
に

関
す

る
教

育
、

保
育

等
の

た
合

算
額

（
私

立
認

定
保

育
所

（
就

学
前

の
子

ど
も

に
関

す
る

教
育

、
保

育
等

の
総

合
的

な
提

供
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
8
年

法
律

第
7
7
号

）
第

1
0
条

第
１

総
合

的
な

提
供

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
8
年

法
律

第
7
7
号

）
第

1
0
条

第
１

。
。
）

、
。

。
）

、
項

第
５

号
に

規
定

す
る

私
立

認
定

保
育

所
を

い
う

以
下

同
じ

に
あ

っ
て

は
項

第
５

号
に

規
定

す
る

私
立

認
定

保
育

所
を

い
う

以
下

同
じ

に
あ

っ
て

は
同

法
第

1
3
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た

児
童

福
祉

法
（

昭
和

2
2
年

同
法

第
1
3
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た

児
童

福
祉

法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
）

第
5
1
条

第
４

号
に

規
定

す
る

保
育

料
額

法
律

第
1
6
4
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
）

第
5
1
条

第
４

号
に

規
定

す
る

保
育

料
額

。
。

を
控

除
し

た
額

と
す

る
）

に
よ

っ
て

、
そ

の
月

の
支

弁
額

の
算

定
が

行
わ

れ
る

を
控

除
し

た
額

と
す

る
）

に
よ

っ
て

、
そ

の
月

の
支

弁
額

の
算

定
が

行
わ

れ
る

。
。

も
の

で
あ

る
こ

と
。

も
の

で
あ

る
こ

と
。

(
略

)
児

童
用

採
暖

費
加

算
額

又
は

寒
冷

地
加

算
額

の
加

算
に

つ
い

て
は

、
そ

の
保

育
所

の
所

在
す

る
地

域
が

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
法

律
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
1
6
年

法
律

第
1
3
6
号

）
の

施
行

（
平

成
1
6
年

1
0
月

2
8
日

）
前

の
国

家
公

務
員

の
寒

冷
地

手
当

に
関

す
る

法
律

第
１

条
に

定
め

る
地

域
に

よ
り

、
そ

の
適

用
す

べ
き

加
算

額
を

異
に

す
る

の
で

そ
の

該
当

級
地

等
を

確
認

の
う

え
、

あ
ら

か
じ

め
関

係
市

町
村

及
び

保
育

所
に

連
絡

し
て

お
か

れ
た

い
こ

と
。

年
齢

別
保

育
単

価
に

含
ま

れ
て

い
る

職
員

構
成

は
、

所
長

の
ほ

か
、

保
育

士
に

つ
い

て
は

乳
児

３
人

に
つ

き
１

人
、

１
～

２
歳

児
６

人
に

つ
き

１
人

、
３

歳
児

2
0

人
に

つ
き

１
人

、
４

歳
以

上
児

3
0
人

に
つ

き
１

人
（

た
だ

し
、

定
員

9
0
人

以
下

の
施

設
に

お
い

て
は

、
こ

の
定

数
の

ほ
か

１
人

加
算

）
並

び
に

調
理

員
等

に
つ

い
て

は
２

人
（

定
員

4
5
人

以
下

の
保

育
所

に
お

い
て

は
１

人
、

定
員

1
5
1
人

以
上

の
育

所
に

お
い

て
は

３
人

）
と

さ
れ

て
い

る
の

で
こ

れ
を

充
足

す
る

こ
と

。
な

お
、

前
記

の
ほ

か
非

常
勤

の
保

育
士

が
配

置
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
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改
正

後
改

正
前

２
所

長
の

設
置

又
は

未
設

置
の

認
定

に
つ

い
て

２
所

長
の

設
置

又
は

未
設

置
の

認
定

に
つ

い
て

(
略

)
(
1
)

保
育

単
価

に
つ

い
て

は
、

そ
の

保
育

所
の

長
が

各
月

の
初

日
に

お
い

て
欠

員
又

は
無

給
で

あ
る

と
き

は
、

そ
の

人
件

費
を

控
除

し
た

未
設

置
の

保
育

単
価

が
適

用
さ

れ
る

が
、

こ
の

設
置

又
は

未
設

置
で

あ
る

か
ど

う
か

の
認

定
は

、
そ

の
保

育
所

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
知

事
又

は
指

定
都

市
若

し
く

は
中

核
市

の
市

長
が

行
う

こ
と

と
し

、
お

お
む

ね
次

の
基

準
に

よ
ら

れ
た

い
こ

と
。

ア
そ

の
所

長
が

児
童

福
祉

事
業

に
２

年
以

上
従

事
し

た
者

又
は

こ
れ

と
同

等
以

上
の

能
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
で

、
常

時
実

際
に

そ
の

保
育

所
の

運
営

管
理

の
業

務
に

専
従

し
、

か
つ

有
給

の
も

の
で

あ
る

場
合

に
限

り
、

設
置

の
単

価
を

適
用

す
る

こ
と

。
イ

し
た

が
っ

て
私

立
保

育
所

に
お

い
て

、
２

以
上

の
施

設
若

し
く

は
他

の
事

業
と

兼
務

し
、

保
育

所
長

と
し

て
の

職
務

を
行

っ
て

い
な

い
も

の
は

欠
員

と
み

な
し

て
未

設
置

の
単

価
を

適
用

す
る

こ
と

。
(
2
)

保
育

所
長

の
欠

員
補

充
に

伴
い

新
た

に
所

長
設

置
の

保
育

単
価

を
適

用
す

る
に

あ
た

っ
て

は
、

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

若
し

く
は

中
核

市
の

市
長

は
、

そ
の

保
育

所
の

設
置

者
か

ら
そ

の
旨

の
申

請
（

保
育

所
名

、
所

長
設

置
の

保
育

単
価

の
適

用
年

月
日

、
所

長
と

な
る

者
の

氏
名

、
年

齢
、

児
童

福
祉

事
業

に
従

事
し

た
期

間
、

給
与

等
を

記
載

し
た

履
歴

書
等

）
を

徴
し

、
前

記
(
1
)
の

基
準

に
適

合
し

て
い

る
と

き
は

所
長

設
置

の
保

育
単

価
の

適
用

の
決

定
を

行
い

、
欠

員
補

充
さ

れ
た

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
（

月
初

日
に

欠
員

補
充

さ
れ

た
場

合
は

そ
の

月
）

か
ら

所
長

設
置

の
保

育
単

価
の

適
用

承
認

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
都

道
府

県
知

事
又

は
指

定
都

市
若

し
く

は
中

核
市

の
市

長
は

、
所

長
設

置
の

保
育

単
価

が
適

用
さ

れ
て

い
る

保
育

所
に

つ
い

て
は

、
申

請
又

は
指

導
監

査
等

を
通

じ
て

そ
の

状
況

を
把

握
し

、
(
1
)
の

基
準

に
適

合
し

な
く

な
っ

た
場

合
に

は
、

(
1
)
の

基
準

に
適

合
し

な
く

な
っ

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

（
月

初
日

に
(
1
)
に

適
用

し
な

く
な

っ
た

場
合

は
そ

の
月

）
か

ら
未

設
置

の
単

価
の

適
用

を
行

う
こ

と
と

す
る

。

３
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費
の

承
認

等
に

つ
い

て
３

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

の
承

認
等

に
つ

い
て

交
付

要
綱

に
定

め
る

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

以
下

民
改

費
と

い
う

交
付

要
綱

に
定

め
る

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

（
以

下
「

民
改

費
」

と
い

う
）

（
「

」
。
）

。
の

加
算

額
の

承
認

等
は

、
そ

の
保

育
所

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
知

事
又

は
指

定
都

の
加

算
額

の
承

認
等

は
、

そ
の

保
育

所
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

若
し

く
は

中
核

市
の

市
長

が
行

う
こ

と
と

し
、

そ
の

基
準

及
び

事
務

処
理

は
次

市
若

し
く

は
中

核
市

の
市

長
が

行
う

こ
と

と
し

、
そ

の
基

準
及

び
事

務
処

理
は

次
に

よ
ら

れ
た

い
こ

と
。

に
よ

ら
れ

た
い

こ
と

。
(
1
)

(
略

)
(
1
)

交
付

要
綱

に
定

め
る

民
改

費
の

加
算

率
の

適
用

は
、

職
員

１
人

当
り

平
均

勤
続

年
数

を
基

礎
と

し
て

次
表

に
よ

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
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改
正

後
改

正
前

内
訳

加
算

率
の

区
分

職
員

一
人

当
た

り
の

平
均

勤
続

年
数

人
件

費
管

理
費

加
算

分
加

算
分

1
2
％

加
算

分
１

０
年

以
上

1
0
％

２
％

1
0
％

加
算

分
７

年
以

上
１

０
年

未
満

８
％

２
％

８
％

加
算

分
４

年
以

上
７

年
未

満
６

％
２

％
４

％
加

算
分

４
年

未
満

２
％

２
％

(
ｱ
)

算
定

の
対

象
と

な
る

職
員

は
、

そ
の

保
育

所
に

勤
務

す
る

す
べ

て
の

常
勤

職
員

（
嘱

託
職

員
等

の
非

常
勤

職
員

を
除

く
）

と
す

る
こ

と
。

。
(
ｲ
)

個
々

の
職

員
の

勤
続

年
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

現
に

勤
務

す
る

保
育

所
に

お
け

る
勤

続
年

数
、

当
該

職
員

の
そ

の
他

の
社

会
福

祉
施

設
（

現
に

勤
務

す
る

施
設

以
外

の
施

設
で

あ
っ

て
、

社
会

福
祉

法
第

２
条

に
定

め
る

施
設

の
う

ち
、

保
護

施
設

、
老

人
福

祉
施

設
（

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
、

養
護

老
人

ホ
ー

ム
及

び
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

に
限

る
、

婦
人

保
護

施
設

、
児

童
福

祉
施

設
（

児
）

童
厚

生
施

設
及

び
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
を

除
く

、
障

害
者

支
援

施
設

、
。
）

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

（
施

設
を

必
要

と
す

る
も

の
に

限
る

）
を

行
う

事
。

業
所

、
障

害
者

自
立

支
援

法
附

則
に

よ
り

な
お

従
前

の
例

に
よ

り
運

営
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
た

身
体

障
害

者
更

生
援

護
施

設
及

び
知

的
障

害
者

援
護

施
設

、
盲

人
ホ

ー
ム

、
視

聴
覚

障
害

者
情

報
提

供
施

設
並

び
に

福
祉

ホ
ー

ム
）

に
お

け
る

通
算

勤
続

年
数

、
児

童
福

祉
法

第
1
2
条

の
４

に
定

め
る

施
設

に
お

け
る

勤
続

年
数

及
び

「
就

学
前

の
子

ど
も

に
関

す
る

教
育

、
保

育
等

の
総

合
的

な
提

供
の

推
進

に
関

す
る

法
律

」
に

定
め

る
認

定
こ

ど
も

園
に

お
け

る
勤

続
年

数
を

合
算

す
る

も
の

と
す

る
。

(
ｳ
)

そ
の

保
育

所
の

職
員

１
人

当
り

平
均

勤
続

年
数

は
(
ｱ
)
に

よ
り

算
定

し
た

全
職

員
の

合
算

総
勤

続
年

数
を

算
定

の
基

礎
と

な
っ

た
職

員
数

に
よ

り
除

し
て

得
た

年
数

（
６

月
以

上
の

端
数

は
１

年
と

し
、

６
月

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
こ

と
）

を
い

う
こ

と
。

。
(
ｴ
)

前
記

職
員

１
人

当
り

平
均

勤
続

年
数

の
算

定
は

、
当

該
年

度
の

４
月

１
日

現
在

に
お

い
て

行
い

、
そ

の
年

度
の

途
中

に
お

い
て

そ
の

職
員

の
異

動
が

あ
っ

て
も

適
用

の
変

更
は

行
わ

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

(
2
)
(
略

)
(
2
)

入
所

児
童

の
処

遇
等

に
不

適
切

な
事

由
が

認
め

ら
れ

、
改

善
措

置
が

講
じ

ら
れ

な
い

場
合

は
、

改
善

措
置

が
講

じ
ら

れ
る

ま
で

の
間

で
貴

職
が

必
要

と
認

め
る

期
間

、
民

改
費

の
管

理
費

加
算

分
若

し
く

は
人

件
費

加
算

分
又

は
そ

の
両

者
を

減
ず

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
遡

及
適

用
は

行
わ

な
い

こ
と

。
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改
正

後
改

正
前

(
3
)

「
保

育
所

運
営

費
の

経
理

等
に

つ
い

て
（

平
成

1
2
年

３
月

3
0
日

児
発

第
2
9

(
3
)

「
保

育
所

運
営

費
の

経
理

等
に

つ
い

て
（

平
成

1
2
年

３
月

3
0
日

児
発

第
2
9

」
」

9
号

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
の

５
の

(
2
)
の

結
果

「
１

運
営

費
の

使
途

範
囲

」
9
号

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
の

４
の

(
2
)
の

結
果

「
１

運
営

費
の

使
途

範
囲

」
、

、
か

ら
「

４
運

営
費

及
び

保
育

料
の

管
理

・
運

用
」

ま
で

に
定

め
る

以
外

の
支

か
ら

「
３

運
営

費
の

管
理

・
運

用
」

ま
で

に
定

め
る

以
外

の
支

出
が

行
わ

れ
出

が
行

わ
れ

て
い

た
場

合
に

は
、

４
月

分
か

ら
翌

年
３

月
分

ま
で

の
間

、
民

改
て

い
た

場
合

に
は

、
４

月
分

か
ら

翌
年

３
月

分
ま

で
の

間
、

民
改

費
全

額
に

つ
費

全
額

に
つ

い
て

加
算

を
停

止
す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
い

て
加

算
を

停
止

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

(
4
)
(
略

)
(
4
)

ま
た

、
加

算
を

停
止

し
た

施
設

で
あ

っ
て

も
「

保
育

所
運

営
費

の
経

理
等

、
に

つ
い

て
（

平
成

1
2
年

３
月

3
0
日

児
発

第
2
9
9
号

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
の

別
」

表
１

に
掲

げ
る

事
業

等
の

い
ず

れ
か

を
実

施
す

る
保

育
所

で
あ

っ
て

、
同

通
知

の
１

の
(
2
)
の

①
か

ら
⑦

ま
で

に
掲

げ
る

要
件

を
満

た
す

も
の

に
つ

い
て

は
、

民
改

費
が

加
算

さ
れ

た
も

の
と

仮
定

し
て

、
同

通
知

の
別

表
２

に
掲

げ
る

経
費

等
へ

の
充

当
を

行
っ

て
差

し
支

え
な

い
こ

と
と

す
る

。
(
5
)
(
略

)
(
5
)

民
改

費
は

、
そ

も
そ

も
余

剰
が

な
く

給
与

改
善

等
に

支
障

を
来

す
お

そ
れ

の
あ

る
民

間
施

設
に

お
け

る
、

公
・

私
施

設
間

の
職

員
給

与
格

差
の

是
正

な
ど

を
目

的
と

し
て

お
り

、
配

当
に

対
し

て
支

出
が

行
わ

れ
て

い
る

保
育

所
に

つ
い

て
は

、
対

象
と

な
ら

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

(
6
)
(
略

)
(
6
)

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

若
し

く
は

中
核

市
の

市
長

は
、

市
町

村
長

（
指

定
都

市
及

び
中

核
市

の
市

長
を

除
く

。
以

下
同

じ
）

に
保

育
所

の
設

置
者

。
か

ら
別

紙
(
1
)
に

定
め

る
申

請
書

を
取

り
ま

と
め

さ
せ

（
指

定
都

市
及

び
中

核
市

の
市

長
は

直
接

、
保

育
所

の
設

置
者

か
ら

申
請

書
を

徴
す

る
こ

と
、

い
ず

れ
。
）

か
の

加
算

率
の

適
用

に
該

当
す

る
か

の
承

認
を

行
い

、
市

町
村

長
に

通
知

す
る

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。
市

長
村

長
は

、
そ

の
内

容
を

保
育

所
の

設
置

者
に

通
知

す
る

こ
と

。

４
保

育
所

事
務

職
員

雇
上

費
の

加
算

に
つ

い
て

４
保

育
所

事
務

職
員

雇
上

費
の

加
算

に
つ

い
て

交
付

要
綱

の
第

３
の

２
の

(
9
)
に

定
め

る
事

務
職

員
雇

上
費

の
加

算
に

つ
い

て
交

付
要

綱
の

第
３

の
２

の
(
9
)
に

定
め

る
事

務
職

員
雇

上
費

の
加

算
に

つ
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

次
世

代
育

成
支

援
対

策
交

付
金

対
象

事
業

及
び

保
育

対
策

等
促

は
、

次
に

掲
げ

る
次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
対

象
事

業
及

び
保

育
対

策
等

促
進

事
業

等
の

い
ず

れ
か

を
実

施
す

る
保

育
所

に
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。
進

事
業

等
の

い
ず

れ
か

を
実

施
す

る
保

育
所

に
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。
(
1
)

延
長

保
育

実
施

保
育

所
及

び
延

長
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

（
平

成
2
0

(
1
)

延
長

保
育

実
施

保
育

所
及

び
延

長
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

（
平

成
1
9

年
1
1
月

2
8
日

雇
児

発
第

1
1
2
8
0
0
3
号

本
職

通
知

「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
年

1
1
月

3
0
日

雇
児

発
第

1
1
3
0
0
0
1
号

本
職

通
知

「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
の

交
付

対
象

事
業

及
び

評
価

基
準

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

交
付

対
象

事
業

及
び

評
価

基
準

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
の

）
。

。
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改
正

後
改

正
前

(
2
)

一
時

保
育

促
進

事
業

実
施

保
育

所
及

び
一

時
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

(
2
)

一
時

保
育

促
進

事
業

実
施

保
育

所
及

び
一

時
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

（
平

成
2
0
年

６
月

９
日

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
進

事
（

平
成

1
2
年

３
月

2
9
日

児
発

第
2
4
7
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

の
実

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

（
対

象
児

童
は

、
事

施
に

つ
い

て
」

に
定

め
る

要
件

に
適

合
す

る
も

の
（

対
象

児
童

は
、

事
業

開
始

業
開

始
月

（
年

度
当

初
か

ら
事

業
を

開
始

す
る

場
合

は
、

４
月

又
は

５
月

）
に

月
（

年
度

当
初

か
ら

事
業

を
開

始
す

る
場

合
は

、
４

月
又

は
５

月
）

に
お

け
る

お
け

る
平

均
対

象
児

童
が

１
人

以
上

い
る

こ
と

）
及

び
こ

れ
と

同
等

の
要

件
を

平
均

対
象

児
童

が
１

人
以

上
い

る
こ

と
）

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

満
た

し
て

自
主

事
業

と
し

て
実

施
し

て
い

る
も

の
）

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
。

。
(
3
)

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

実
施

保
育

所
及

び
病

児
病

後
児

保
育

自
主

事
業

(
3
)

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

実
施

保
育

所
及

び
病

児
病

後
児

保
育

自
主

事
業

実
施

保
育

所
（

平
成

2
0
年

６
月

９
日

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

本
職

通
知

「
保

育
対

実
施

保
育

所
（

平
成

1
2
年

３
月

2
9
日

児
発

第
2
4
7
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
策

等
促

進
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

及
び

こ
進

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

に
定

め
る

要
件

に
適

合
す

る
も

の
及

び
こ

れ
と

同
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
等

の
要

件
を

満
た

し
て

自
主

事
業

と
し

て
実

施
し

て
い

る
も

の
）

。
。

(
4
)

(
略

)
(
4
)

乳
児

が
３

人
以

上
入

所
し

て
い

る
保

育
所

（
月

の
初

日
に

お
い

て
乳

児
が

３
人

以
上

入
所

し
て

い
る

月
か

ら
年

度
を

通
じ

て
加

算
）

。

５
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
に

つ
い

て
５

主
任

保
育

士
の

専
任

加
算

に
つ

い
て

交
付

要
綱

の
第

３
の

２
の

(
1
0
)
に

定
め

る
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
に

つ
い

て
交

付
要

綱
の

第
３

の
２

の
(
1
0
)
に

定
め

る
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
に

つ
い

て
は

次
に

掲
げ

る
次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
対

象
事

業
及

び
保

育
対

策
等

促
進

は
次

に
掲

げ
る

次
世

代
育

成
支

援
対

策
交

付
金

対
象

事
業

及
び

保
育

対
策

等
促

進
事

業
等

を
複

数
実

施
す

る
保

育
所

に
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。
事

業
等

を
複

数
実

施
す

る
保

育
所

に
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。
(
1
)

延
長

保
育

実
施

保
育

所
及

び
延

長
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

（
平

成
2
0

(
1
)

延
長

保
育

実
施

保
育

所
及

び
延

長
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

（
平

成
1
9

年
1
1
月

2
8
日

雇
児

発
第

1
1
2
8
0
0
3
号

本
職

通
知

「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
年

1
1
月

3
0
日

雇
児

発
第

1
1
3
0
0
0
1
号

本
職

通
知

「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
の

交
付

対
象

事
業

及
び

評
価

基
準

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

交
付

対
象

事
業

及
び

評
価

基
準

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
の

）
。

。
(
2
)

一
時

保
育

促
進

事
業

実
施

保
育

所
及

び
一

時
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

(
2
)

一
時

保
育

促
進

事
業

実
施

保
育

所
及

び
一

時
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

（
平

成
2
0
年

６
月

９
日

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
進

事
（

平
成

1
2
年

３
月

2
9
日

児
発

第
2
4
7
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

の
実

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

（
対

象
児

童
は

、
事

施
に

つ
い

て
」

に
定

め
る

要
件

に
適

合
す

る
も

の
（

対
象

児
童

は
、

事
業

開
始

業
開

始
月

（
年

度
当

初
か

ら
事

業
を

開
始

す
る

場
合

は
、

４
月

又
は

５
月

）
に

月
（

年
度

当
初

か
ら

事
業

を
開

始
す

る
場

合
は

、
４

月
又

は
５

月
）

に
お

け
る

お
け

る
平

均
対

象
児

童
が

１
人

以
上

い
る

こ
と

）
及

び
こ

れ
と

同
等

の
要

件
を

平
均

対
象

児
童

が
１

人
以

上
い

る
こ

と
）

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

満
た

し
て

自
主

事
業

と
し

て
実

施
し

て
い

る
も

の
）

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
。

。
(
3
)

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

実
施

保
育

所
及

び
病

児
病

後
児

保
育

自
主

事
業

(
3
)

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

実
施

保
育

所
及

び
病

児
病

後
児

保
育

自
主

事
業

実
施

保
育

所
（

平
成

2
0
年

６
月

９
日

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

本
職

通
知

「
保

育
対

実
施

保
育

所
（

平
成

1
2
年

３
月

2
9
日

児
発

第
2
4
7
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
策

等
促

進
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

及
び

こ
進

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

に
定

め
る

要
件

に
適

合
す

る
も

の
及

び
こ

れ
と

同
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
等

の
要

件
を

満
た

し
て

自
主

事
業

と
し

て
実

施
し

て
い

る
も

の
）

。
。

(
4
)
(
略

)
(
4
)

乳
児

が
３

人
以

上
入

所
し

て
い

る
保

育
所

（
月

の
初

日
に

お
い

て
乳

児
が

３
人

以
上

入
所

し
て

い
る

月
か

ら
年

度
を

通
じ

て
加

算
）

。
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改
正

後
改

正
前

６
保

育
単

価
の

予
算

措
置

等
に

つ
い

て
６

保
育

単
価

の
予

算
措

置
等

に
つ

い
て

、
、

(
略

)
保

育
単

価
は

最
低

基
準

を
維

持
す

る
の

に
必

要
な

最
低

の
経

費
で

あ
る

か
ら

市
町

村
に

お
い

て
は

必
要

な
予

算
措

置
を

行
い

、
所

定
の

保
育

単
価

に
よ

る
支

弁
額

を
各

月
必

ず
支

弁
す

る
よ

う
厳

正
に

指
導

さ
れ

た
い

こ
と

。
し

た
が

っ
て

都
道

府
県

知
事

は
、

毎
年

度
当

初
に

お
い

て
、

管
下

市
町

村
の

予
算

書
抄

本
を

徴
す

る
等

、
そ

の
市

町
村

に
お

け
る

支
弁

予
定

額
を

確
認

し
、

適
切

な
る

指
導

を
加

え
ら

れ
た

い
こ

と
。

な
お

、
こ

の
費

用
の

性
質

に
か

ん
が

み
、

各
月

初
日

の
入

所
児

童
に

つ
い

て
は

当
月

分
は

遅
く

と
も

そ
の

月
中

に
精

算
支

弁
す

る
よ

う
に

、
月

途
中

入
退

所
に

つ
い

て
は

市
町

村
の

実
情

、
施

設
の

運
営

等
を

勘
案

し
な

が
ら

支
弁

す
る

よ
う

指
導

さ
れ

た
い

こ
と

。

第
２

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額
に

つ
い

て
第

２
徴

収
金

（
保

育
料

）
基

準
額

に
つ

い
て

（
）

、
(
略

)
１

交
付

要
綱

の
第

４
に

定
め

る
徴

収
金

保
育

料
基

準
額

の
算

定
に

つ
い

て
は

市
町

村
に

お
い

て
適

正
か

つ
簡

明
に

行
え

る
よ

う
各

月
初

日
の

入
所

児
童

の
属

す
る

世
帯

を
課

税
額

等
の

状
況

に
応

じ
区

分
し

、
そ

れ
ぞ

れ
入

所
児

童
１

人
当

た
り

の
基

準
額

を
さ

だ
め

て
い

る
こ

と
。

入
所

児
童

の
属

す
る

世
帯

の
課

税
額

等
の

確
認

に
つ

い
て

は
、

関
係

機
関

と
の

連
携

を
密

に
し

て
、

誤
り

な
き

を
期

す
る

よ
う

指
導

す
る

こ
と

は
も

ち
ろ

ん
で

あ
る

が
、

各
市

町
村

に
お

け
る

各
階

層
区

分
の

確
認

の
適

否
は

、
直

ち
に

国
庫

負
担

に
重

大
な

影
響

を
も

た
ら

す
こ

と
と

な
る

の
で

、
指

導
監

査
等

を
通

じ
て

、
と

く
に

こ
の

点
の

状
況

を
厳

密
に

監
督

す
る

こ
と

と
さ

れ
た

い
こ

と
。

２
そ

の
世

帯
の

階
層

区
分

の
認

定
に

つ
い

て
は

、
そ

の
児

童
と

同
一

世
帯

に
属

し
て

生
計

を
一

に
し

て
い

る
父

母
及

び
そ

れ
以

外
の

扶
養

義
務

者
（

家
計

の
主

宰
者

で
あ

る
場

合
に

限
る

）
の

す
べ

て
に

つ
い

て
、

そ
れ

ら
の

者
の

課
税

額
の

合
計

。
額

に
よ

り
行

う
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
私

立
認

定
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

そ
の

児
童

と
同

一
世

帯
に

属
し

て
生

計
を

一
に

し
て

い
る

父
母

及
び

そ
れ

以
外

の
法

第
2
4
条

第
２

項
に

規
定

す
る

保
育

の
実

施
に

係
る

児
童

の
保

護
者

（
家

計
の

主
宰

者
で

あ
る

場
合

に
限

る
）

の
。

す
べ

て
に

つ
い

て
、

そ
れ

ら
の

者
の

課
税

額
の

合
計

額
に

よ
り

行
う

も
の

で
あ

る
こ

と
。
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改
正

後
改

正
前

３
そ

の
世

帯
の

階
層

区
分

の
確

認
は

次
に

よ
ら

れ
た

い
こ

と
。

ア
被

保
護

世
帯

の
確

認
は

、
福

祉
事

務
所

等
に

お
い

て
行

う
こ

と
。

イ
前

年
度

分
市

長
村

民
税

の
課

税
状

況
の

確
認

は
、

そ
の

市
町

村
の

市
町

村
民

税
主

管
課

の
資

料
等

に
基

づ
い

て
行

う
こ

と
。

ウ
前

年
分

の
所

得
税

の
課

税
状

況
の

確
認

は
、

そ
の

市
町

村
の

市
町

村
民

税
主

管
課

又
は

税
務

署
に

お
い

て
行

う
こ

と
。

、
、

エ
ア

か
ら

ウ
ま

で
に

よ
っ

て
確

認
し

た
場

合
に

お
い

て
は

そ
の

確
認

方
法

確
認

年
月

日
、

税
額

等
を

保
育

児
童

台
帳

の
相

当
の

欄
に

記
載

し
、

確
認

者
の

印
を

押
印

す
る

こ
と

。
な

お
、

課
税

状
況

の
確

認
を

証
明

書
を

徴
し

て
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

課
税

額
が

な
い

場
合

に
お

い
て

も
そ

の
旨

の
証

明
書

を
徴

す
る

こ
と

。
オ

前
年

分
の

所
得

税
の

課
税

状
況

を
把

握
す

る
に

あ
た

っ
て

１
月

な
い

し
３

月
の

間
に

お
い

て
は

そ
の

確
認

が
困

難
な

場
合

も
あ

る
の

で
、

前
々

年
分

の
課

税
状

況
に

よ
り

階
層

を
決

定
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

第
３

保
育

所
に

お
け

る
運

営
費

の
経

理
に

つ
い

て
第

３
保

育
所

に
お

け
る

運
営

費
の

経
理

に
つ

い
て

(
略

)
保

育
所

に
お

け
る

運
営

費
の

経
理

に
つ

い
て

は
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。
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（資料25）
（案）

雇 児 保 発 第 ※ 号
平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 日

都道府県
各 指定都市 民生主管部（局）長 殿

中 核 市

厚生労働省
雇用均等・児童家庭局保育課長

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金交付要綱等
の改正点及びその運用について

平成※年※月※日厚生労働省発雇児第※号により「児童福祉法による保育所運営費国
庫負担金について」等が一部改正され、平成２１年４月分の運営費の支弁、徴収及び負
担から適用することとされたが、今回の改正点及び運用上留意すべき事項は次のとおり
である。

第１ 交付要綱等の改正点について

１ 基本分保育単価関係

（１） 社会保険料事業主負担金
厚生年金保険料等の改定に伴う引き上げ

（２） 地域手当
人事院規則による支給割合の改正等に伴う改正

（３） 職員健康管理費 5,337円 → 5,417円

２ 加算単価関係
主任保育士の専任加算

１施設年額 2,971,158円 → 2,975,229円

３ その他
今回の改正により保育単価等の定員区分が細分化されたところであるが、

定員区分「４１人から４５人まで」及び「４６人から５０人まで」は平成
２１年度限りとし、平成２２年度以降は定員区分「４１人から５０人まで」
に統合される予定であるので留意すること。
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第２ 平成２１年度保育所職員の本俸基準額及び特殊業務手当基準額

特殊業務手当基準額
職 種 格 付 本俸基準額

調 整 数 基 本 額

所 長 （ 福 ）2－33 253,800円 － －

主任保育士 （ 福 ）2－17 230,112円 １ 9,325円

保 育 士 （ 福 ）1－29 195,228円 １ 7,800円

調 理 員 等 （行二）1－37 165,800円 － －

（注）１ この表は、保育所運営費負担金の予算積算上の給与格付けを
例示したものである。

２ 「格付」とは、国家公務員給与法に定める俸給表及び級号俸
を指している。

３ 主任保育士・保育士にあっては、当該俸給額の他、特別給与
改善費を加えたものを本俸基準額としている。

４ なお、主任保育士・保育士は、本俸基準額とは別に特殊業務
手当基準額（基本額×調整数）を本俸基準額に加えている。

第３ 交付要綱等に定める保育単価に含まれている管理費は別紙「保育単価に含まれ
ている管理費」のとおりである。
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別紙

 その保育所の  その保育所の長がその月 その月初日
 その月初日の  初日において設置又は未 の入所児童 管理費

 定員区分  設置(欠員・無給)の区分 の年齢区分
円

乳 児 12,686
設 置 １，２歳児 7,543

31人 ３ 歳 児 3,942
から ４歳以上児 3,428
40人 乳 児 12,539
まで 未 設 置 １，２歳児 7,396

３ 歳 児 3,795
４歳以上児 3,281
乳 児 12,640

設 置 １，２歳児 7,497
41人 ３ 歳 児 3,896
から ４歳以上児 3,382
45人 乳 児 12,509
まで 未 設 置 １，２歳児 7,366

３ 歳 児 3,765
４歳以上児 3,251
乳 児 12,713

設 置 １，２歳児 7,570
46人 ３ 歳 児 3,969
から ４歳以上児 3,455
50人 乳 児 12,595
まで 未 設 置 １，２歳児 7,452

３ 歳 児 3,851
４歳以上児 3,337
乳 児 12,247

設 置 １，２歳児 7,104
51人 ３ 歳 児 3,503
から ４歳以上児 2,989
60人 乳 児 12,149
まで 未 設 置 １，２歳児 7,006

３ 歳 児 3,405
４歳以上児 2,891
乳 児 11,988

設 置 １，２歳児 6,845
61人 ３ 歳 児 3,244
から ４歳以上児 2,730
70人 乳 児 11,905
まで 未 設 置 １，２歳児 6,762

３ 歳 児 3,161
４歳以上児 2,647
乳 児 11,798

設 置 １，２歳児 6,655
71人 ３ 歳 児 3,054
から ４歳以上児 2,540
80人 乳 児 11,725
まで 未 設 置 １，２歳児 6,582

３ 歳 児 2,981
４歳以上児 2,467
乳 児 11,647

設 置 １，２歳児 6,504
81人 ３ 歳 児 2,903
から ４歳以上児 2,389
90人 乳 児 11,582
まで 未 設 置 １，２歳児 6,439

３ 歳 児 2,838
４歳以上児 2,324
乳 児 11,217

設 置 １，２歳児 6,074
91人 ３ 歳 児 2,473
から ４歳以上児 1,959
100人 乳 児 11,159
まで 未 設 置 １，２歳児 6,016

３ 歳 児 2,415
４歳以上児 1,901

   保育単価に含まれている管理費
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 その保育所の  その保育所の長がその月 その月初日
 その月初日の  初日において設置又は未 の入所児童 管理費

 定員区分  設置(欠員・無給)の区分 の年齢区分
乳 児 11,149

設 置 １，２歳児 6,006
101人 ３ 歳 児 2,405
から ４歳以上児 1,891
110人 乳 児 11,096
まで 未 設 置 １，２歳児 5,953

３ 歳 児 2,352
４歳以上児 1,838
乳 児 11,090

設 置 １，２歳児 5,947
111人 ３ 歳 児 2,346
から ４歳以上児 1,832
120人 乳 児 11,041
まで 未 設 置 １，２歳児 5,898

３ 歳 児 2,297
４歳以上児 1,783
乳 児 11,040

設 置 １，２歳児 5,897
121人 ３ 歳 児 2,296
から ４歳以上児 1,782
130人 乳 児 10,995
まで 未 設 置 １，２歳児 5,852

３ 歳 児 2,251
４歳以上児 1,737
乳 児 10,999

設 置 １，２歳児 5,856
131人 ３ 歳 児 2,255
から ４歳以上児 1,741
140人 乳 児 10,957
まで 未 設 置 １，２歳児 5,814

３ 歳 児 2,213
４歳以上児 1,699
乳 児 10,965

設 置 １，２歳児 5,822
141人 ３ 歳 児 2,221
から ４歳以上児 1,707
150人 乳 児 10,926
まで 未 設 置 １，２歳児 5,783

３ 歳 児 2,182
４歳以上児 1,668
乳 児 10,932

設 置 １，２歳児 5,789
151人 ３ 歳 児 2,188
から ４歳以上児 1,674
160人 乳 児 10,896
まで 未 設 置 １，２歳児 5,753

３ 歳 児 2,152
４歳以上児 1,638
乳 児 10,905

設 置 １，２歳児 5,762
161人 ３ 歳 児 2,161
から ４歳以上児 1,647
170人 乳 児 10,871
まで 未 設 置 １，２歳児 5,728

３ 歳 児 2,127
４歳以上児 1,613
乳 児 10,882

設 置 １，２歳児 5,739
３ 歳 児 2,138

171人 ４歳以上児 1,624
以上 乳 児 10,849

未 設 置 １，２歳児 5,706
３ 歳 児 2,105
４歳以上児 1,591
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（資料26）

（案）

雇 児 発 第 ※ 号 の ２

平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中 核 市 市 長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

平成２１年度小規模保育所に係る保育単価について

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金の交付要綱については、本日付

厚生労働事務次官通知をもって一部改正されたところであるが、同通知の第３の

３により、小規模保育所（平成１２年３月３０日児発第２９６号厚生省児童家庭

局長通知「小規模保育所の設置認可等について」により承認され、同通知の第１

の２のただし書の適用を受けたもの）に適用される保育単価を別紙のとおり定め、

平成２１年度分について適用することとしたので通知する。

なお、保育単価に含まれている管理費は別紙（参考）のとおりである。
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